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部会名 
強度行動障害支援部会 

（事務局：障害施策推進課企画相談係） 

部会の

目的 

○ 強度行動障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、個々のニー

ズに柔軟に対応し、地域での生活を実現することを目的とする 

○ 具体的には、堺市強度行動障害支援体制整備事業（以下「事業」という。）の

運営や進捗管理のほか、困難事例の検討や普及啓発等について協議する 

部会の 

構成員 

（敬称略、順不同） 

委員名 所属等 

林 陽二郎（部会長） 堺障害児（者）施設部会 

植田 紀美子（副部会長） 学校法人 関西大学 

吉川 征延 発達障害者支援センター アプリコット堺 

平野 貴久（事業受託法人） 社会福祉法人 北摂杉の子会 

伊名岡 宏（事業受託法人） 社会福祉法人 北摂杉の子会 

小林 哲理（事業受託法人） 社会福祉法人 北摂杉の子会 

陳 崗（事業参画法人） 社会福祉法人 コスモス 

藤原 孝行（事業参画法人） 社会福祉法人 障友会 

木村 礼子（事業参画法人） 社会福祉法人 こころの窓 

石橋 貴代嘉 北区障害者基幹相談支援センター 

河瀬 桂子 堺区地域福祉課 

三枝 裕司 障害者更生相談所 

川﨑 優介 障害者更生相談所 

森 浩敏 障害支援課 
 

開催 

日時 

及び 

議事 

概要 

【第 1 回】 令和7年 6月 3日（火） 

（案件） 

（1）令和7年度の委員について 

・ 昨年度から変更のあった委員の紹介 

（2）堺市強度行動障害支援体制整備事業 

（事業開始の経過等について改めて共有） 

・ ワーキングチームからの提案を受け、支援体制・ネットワーク・社会資源の整備を目

的として令和 6年度に事業化 

・ 事業の運営、進捗管理、体制整備等を担うため、令和 6年度に協議会内に強度

行動障害支援部会を設置 

・ 事業の一部は専門的知識やノウハウのある専門的法人（社会福祉法人北摂杉の

子会）へ委託し、事業を受ける参画法人は公募により 3 法人を選定 

（3）令和7年度のスケジュールについて 

 コンサルテーション、実地研修、実践報告会の実施を参画法人ごとに予定 

参考資料 4-２ 

※令和７年度第１回

堺市障害者自立支

援協議会資料５ 
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 今年度の進捗状況について各法人より報告 

○委員ご意見（要旨） 

 継続した支援のために、体験と知識の両方を深めることが大事 

 たとえ支援が上手くいかなくても、それが良い結果につながることもあるので、結果に関

わらず共有してほしい 

（4）地域啓発等 今後について 

 支援体制を地域に広げる方法の検討 

○委員ご意見（要旨） 

 堺市障害者更生相談所と堺市相談支援ネットの共催で開催した、支援ツールを作

成するワークショップのように、支援者だけでなく家族や本人とも密接に関わりながら連

携して広げられると良い 

 強度行動障害のある人への支援の体制整備に取り組んでいること自体を、実践報

告会等を通じて、他法人へも伝えることが大事 

 広い間口での啓発として実践報告会等と、深い理解を促す研修等が両立している

ことが望ましい 

 幼少期からの支援の連動性を考えると、教育の関係者も実践報告会へ参加してほ

しい 

 最終的には現場の支援員を含めて、支援を担っていけるように情報を伝達できれば

良い 

 幼少期からの自己決定についての意識を広げることが大事 

 支援ツールの使い方を誤ると逆効果になる可能性があり、本人に合った方法で段階

的に導入することが必要 

 

今後の 

方向性

等 

● 令和7年度は４回開催予定 

● 事業の進捗状況の確認及び評価の実施は継続し、地域の体制整備に向けた普及

啓発に関する検討を進める 


